森の工場活性化対策事　業実施要領　新旧対照表
	改正後
	改正前

	第１～第４（２）　（略）

（３）知事は、事業実施主体から提出された実施計画書（第１号様式）及び年度別計画書（第７号様式）について、下記のアに掲げる要件及び下記のイ又はウの承認タイプ別に掲げる要件をすべて満たし、適当と認められるときは第３号様式により承認するものとする。また、当該森の工場の存する市町村には、承認の写しを添付して通知するものとする。
ア　共通事項
　林業適地かつ森の工場の区域内で行う施業に対する計画であること。また、第４及び第５に規定する計画書の提出は、事業の着手日までに承認申請を行うものとする。
（ア）　形態と規模　
ａ　生産される原木は、県内の原木市場、製材工場及び木質バイオマス発電所にその半数以上を供給すること。なお、対象樹種には広葉樹を含む。ただし、第３の別表１の事業区分（３）の施業のみを実施する計画に関しては、この限りではない。

ｂ　皆伐が終了した年度の翌年度から起算して２年以内に再造林を完了すること。再造林面積については、皆伐面積から除地及び萌芽更新地を差し引いた面積の８割以上とすること。
（イ）　対象森林
ａ　林業適地であること。
ｂ　効率的な生産・再造林システムの稼働に適した条件を有すること。
ｃ　国が所有または管理する森林を対象としていないこと。
（ウ）　計画内容
ａ　生産事業（皆伐）における計画量は、再造林事業の計画量と整合するものであること。
ｂ　再造林事業については、低密度植栽、下刈り回数の削減等の低コスト造林の推進を図るとともに、一貫作業システムなど皆伐と再造林を一体化した効率的な作業システムによる計画とするよう努めること。
ｃ　「皆伐と更新に関する指針」（令和７年３月　高知県林業振興・環境部）を遵守した計画であること。
イ　標準タイプ
　実施計画書（第１号様式）により承認を受けた森の工場、又は計画期間内の森の工場で施業を行うもの。
（ア）　形態と規模
ａ　事業実施主体が認定を受けた森林経営計画の対象森林（林業適地ではないものを除く）で計画されていること。または、第４の（３）のイの（ウ）の規定により森林所有者の合意を得た面積が30ヘクタール以上の、原則、一団の森林で計画されていること。ただし、森林経営計画の属人計画の場合は、原則、森林法施行規則第33条第１号ロの規定に基づく区域単位の面積（林業適地ではないものを除く）とする。
ｂ　第４の（３）のイの（ウ）の規定により合意を得た森林の場合は、５戸以上の森林所有者の合意形成を図ること。ただし、事業実施主体が森の工場計画作成日から過去５年間に森林を購入して集約化した場合は、購入前の森林所有者を１戸として数えることができる。
ｃ　年度別計画書（第７号様式）において、年平均500立方メートル以上の生産が計画されていること。ただし、第３の別表１の事業区分（３）の施業のみを実施する計画に関しては、この限りではない。
ｄ　年度別計画書（第７号様式）において、目標とする生産性が再造林推進プランのKPIに示している間伐生産性を上回ること。なお、KPIの間伐生産性に目標が達しない場合は、計画初年度から計画最終年度の間に２割以上の生産性向上が計画されていること。ただし、第３の別表１の事業区分（３）の施業のみを実施する計画に関しては、この限りではない。

ｅ　計画する区域内において皆伐が予定されている場合は、原則、皆伐実施前に計画へ位置づけること。
（イ）　対象森林
　人工林がまとまって賦存すること。
（ウ）　合意
　森の工場計画区域内において、事業実施主体と森林所有者の間で森林の経営の委託を受けていること、または森林所有者の施業に関する合意が、計画期間以上確保されていること。また、この合意が書面によって担保されていること。ただし、事業実施主体と森林所有者が同一の場合を除く。
（エ）　計画内容
ａ　計画に定める事業は、以下のとおりとする。
（ａ）再造林事業
（ｂ）下刈事業
（ｃ）生産事業（間伐）
（ｄ）生産事業（皆伐）
（ｅ）基盤整備事業
ｂ　再造林等を含めた技術者の育成のため、通年雇用された職員に対し現地実践研修(OJT＝オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を承認された森の工場において主に実施すること。なお、育成する職員は雇用して原則５年以内とする。
ｃ　計画期間は、森林経営計画の認定期間終了日または合意書の終了日までの期間で、森の工場ごとに最長５年間とする。
ウ　皆伐・再造林タイプ
　森の工場として承認を受け、計画期間が満了している区域（以下、「満了区域」という。）又はこの区域と一体となって皆伐・再造林施業等を行うもの。
（ア）　形態と規模
　原則、満了区域又はこの区域と一体となって皆伐・再造林・下刈施業を行う区域を加えたものとする。なお、これらの区域は一体的な森林整備が可能な規模とする。
（イ）　対象森林
　満了区域を含む森林であること。皆伐の対象となる樹種ごとに市町村森林整備計画における標準伐期齢を超えていること。
（ウ）　合意
　皆伐・再造林施業を計画する森林は、事業実施主体と森林所有者との間で５年以上の森林管理や経営に関する合意があり、この合意が書面によって担保されていること。ただし、事業実施主体と森林所有者が同一の場合を除く。
（エ）　計画内容
ａ　計画に定める事業は、以下のとおりとする。
（ａ）再造林事業
（ｂ）下刈事業
（ｃ）生産事業（皆伐）
（ｄ）基盤整備事業
ｂ　計画期間は、合意書の終了日までの期間で、森の工場ごとに最長５年間とする。
ｃ　計画期間で皆伐を計画する面積は、１カ所当たりの上限伐採面積を20ヘクタール以内とすること。
（４）第４の（３）の規定により計画の承認を得た後、その内容に第５の事項に該当する変更がない場合は、次年度以降、実施計画書（第１号様式）及び年度別計画書（第７号様式）の提出を要さないものとする。

第５～第７　（略）

実証事業計画書の作成及び変更）
第８　別表１の事業区分（３）低コスト再造林実証支援において、補助金交付申請書に添付する実証事業計画書については、第9号様式によるものとする。なお、計画の承認を受けた後、実証事業計画書の実証内容の変更又は事業期間の延長が生じる場合は、変更内容を反映させた第９号様式により、速やかに知事に届け出なければならない。

第９～附則　（略）
附則
　　この要領は、令和８年４月１日から適用する。


別表１
	事業区分
	補助対象経費
	採択要件

	森の工場活性化対策事業
	
	

	








	(1) 間伐材搬出支援事業









(2) 作業道整備事業





(3)低コスト再造林実証支援

	人工林に係る間伐の実施、搬出及び運搬に要する経費








造林事業又は木材安定供給推進事業の採択を受けて実施した作業道開設にかかる経費



低コスト再造林の実証データを取得するための経費








	ア　一施業地面積が0.1ヘクタール以上であること。
イ　搬出間伐の実施にあたっては、林地残材となっている未利用資源の有効利用に努めること。
ウ　補助対象となる一般用材及びチップ等端材の区分については、付表のとおりとする。
エ　面積の確定については、造林事業等に準ずる。
オ　承認された計画期間内における施業であること。




ア　開設した作業道は、森林整備への活用後も適切な管理を行うこと。
イ　作業道作設オペレーターの育成等、人材の育成に努めること。
ウ　承認された計画期間内における施業であること。



ア　再造林後は補植、保育等成林に必要な保育管理その他知事が必要と認める事項を遵守すること。
イ　補助対象とする範囲は以下のとおりとする。
・皆伐時の集材、地拵、植栽、獣害対策、下刈、その他低コスト再造林に要する経費（人件費、機械経費（損料、燃料代）及び資機材購入費（苗木代、シカ防護柵等））
・データ取得の調査及び事務費（人件費、賃金、旅費、報償費、
役務費、委託料、使用料及び賃借料、並びに備品・資機材購入費）　　
ウ　実証した事業地については、森の工場のモデル地区とし、県の調査等に協力すること。
エ　植栽実施年度の翌年度から起算して最低8年間は当該施行地の施業履歴を記録・保管するとともに、県から当該施業履歴の提供依頼があった場合は応じること。



付表～第１号様式　１

[image: ]

第１号様式２（２）～第６号様式　（略）


[image: ]

第7号様式３　（略）
[image: ]
第８号様式３③～第10号様式（略）
	第１～第４（２）　（略）

（３）知事は、事業実施主体から提出された実施計画書（第１号様式）及び年度別計画書（第７号様式）について、下記のアに掲げる要件及び下記のイ又はウの承認タイプ別に掲げる要件をすべて満たし、適当と認められるときは第３号様式により承認するものとする。また、当該森の工場の存する市町村には、承認の写しを添付して通知するものとする。
ア　共通事項
　林業適地かつ森の工場の区域内で行う施業に対する計画であること。また、第４及び第５に規定する計画書の提出は、事業の着手日までに承認申請を行うものとする。
（ア）　形態と規模　
ａ　木材の安定供給（生産される原木は、県内の原木市場、製材工場及び木質バイオマス発電所にその半数以上を供給すること。なお、対象樹種には広葉樹を含む。）


ｂ　皆伐が終了した年度の翌年度から起算して２年以内に再造林を完了すること。再造林面積については、皆伐面積から除地及び萌芽更新地を差し引いた面積の８割以上とすること。
（イ）　対象森林
ａ　林業適地であること。
ｂ　効率的な生産・再造林システムの稼働に適した条件を有すること。
ｃ　国が所有または管理する森林を対象としていないこと。
（ウ）　計画内容
ａ　生産事業（皆伐）における計画量は、再造林事業の計画量と整合するものであること。
ｂ　再造林事業については、低密度植栽、下刈り回数の削減等の低コスト造林の推進を図るとともに、一貫作業システムなど皆伐と再造林を一体化した効率的な作業システムによる計画とするよう努めること。
ｃ　「皆伐と更新に関する指針」（平成24年９月　高知県林業振興・環境部）を遵守した計画であること。
イ　標準タイプ
　実施計画書（第１号様式）により承認を受けた森の工場、又は計画期間内の森の工場で施業を行うもの。
（ア）　形態と規模
ａ　事業実施主体が認定を受けた森林経営計画の対象森林（林業適地ではないものを除く）で計画されていること。または、第４の（３）のイの（ウ）の規定により森林所有者の合意を得た面積が30ヘクタール以上の、原則、一団の森林で計画されていること。ただし、森林経営計画の属人計画の場合は、原則、森林法施行規則第33条第１号ロの規定に基づく区域単位の面積（林業適地ではないものを除く）とする。
ｂ　第４の（３）のイの（ウ）の規定により合意を得た森林の場合は、５戸以上の森林所有者の合意形成を図ること。ただし、事業実施主体が森の工場計画作成日から過去５年間に森林を購入して集約化した場合は、購入前の森林所有者を１戸として数えることができる。
ｃ　年度別計画書（第７号様式）において、年平均500立方メートル以上の生産が計画されていること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｄ　年度別計画書（第７号様式）において、目標とする生産性が再造林推進プランのKPIに示している間伐生産性を上回ること。なお、KPIの間伐生産性に目標が達しない場合は、計画初年度から計画最終年度の間に２割以上の生産性向上が計画されていること。

ｅ　計画する区域内において皆伐が予定されている場合は、原則、皆伐実施前に計画へ位置づけること。
（イ）　対象森林
　人工林がまとまって賦存すること。
（ウ）　合意
　森の工場計画区域内において、事業実施主体と森林所有者の間で森林の経営の委託を受けていること、または森林所有者の施業に関する合意が、計画期間以上確保されていること。また、この合意が書面によって担保されていること。ただし、事業実施主体と森林所有者が同一の場合を除く。
（エ）　計画内容
ａ　計画に定める事業は、以下のとおりとする。
（ａ）再造林事業
（ｂ）保育事業
（ｃ）生産事業（間伐）
（ｄ）生産事業（皆伐）
（ｅ）基盤整備事業
ｂ　再造林等を含めた技術者の育成のため、通年雇用された職員に対し現地実践研修(OJT＝オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を承認された森の工場において主に実施すること。なお、育成する職員は雇用して原則５年以内とする。
ｃ　計画期間は、森林経営計画の認定期間終了日または合意書の終了日までの期間で、森の工場ごとに最長５年間とする。
ウ　皆伐・再造林タイプ
　　森の工場として承認を受け、計画期間が満了している区域（以下、「満了区域」という。）及びこの区域と一体となって皆伐及び再造林施業を行うもの。
（ア）　形態と規模
　原則、満了区域及び一体となって皆伐及び再造林施業を行う区域を加えたものとする。なお、これらの区域は一体的な森林整備が可能な規模とする。

（イ）　対象森林
　満了区域を含む森林であること。皆伐の対象となる樹種ごとに市町村森林整備計画における標準伐期齢を超えていること。
（ウ）　合意
皆伐及び再造林施業を計画する森林は、事業実施主体と森林所有者との間で５年以上の森林管理や経営に関する合意があり、この合意が書面によって担保されていること。ただし、事業実施主体と森林所有者が同一の場合を除く。
（エ）　計画内容
ａ　計画に定める事業は、以下のとおりとする。
（ａ）再造林事業

（ｂ）生産事業（皆伐）
（ｃ）基盤整備事業
ｂ　計画期間は、合意書の終了日までの期間で、森の工場ごとに最長５年間とする。
ｃ　計画期間で皆伐を計画する面積は、１カ所当たりの上限伐採面積を20ヘクタール以内とすること。
（４）第４の（３）の規定により計画の承認を得た後、その内容に第５の事項に該当する変更がない場合は、次年度以降、実施計画書（第１号様式）及び年度別計画書（第７号様式）の提出を要さないものとする。

第５～第７　（略）


実証事業計画書の作成及び変更）
第８　別表１の事業区分（３）低コスト再造林実証支援において、補助金交付申請書に添付する実証事業計画書については、第9号様式によるものとする。なお、計画の承認を受けた後、実証事業計画書の実証内容又は事業期間に変更が生じる場合は、変更内容を反映させた第９号様式により、速やかに知事に届け出なければならない。



第９～附則　（略）





別表１
	事業区分
	補助対象経費
	採択要件

	森の工場活性化対策事業
	
	

	








	(1) 間伐材搬出支援事業









(2) 作業道整備事業





(3)低コスト再造林実証支援

	人工林に係る間伐の実施、搬出及び運搬に要する経費








造林事業又は木材安定供給推進事業の採択を受けて実施した作業道開設にかかる経費



低コスト再造林の実証データを取得するための経費








	ア　一施業地面積が0.1ヘクタール以上であること。
イ　搬出間伐の実施にあたっては、林地残材となっている未利用資源の有効利用に努めること。
ウ　補助対象となる一般用材及びチップ等端材の区分については、付表のとおりとする。
エ　面積の確定については、造林事業等に準ずる。
オ　承認された計画期間内における施業であること。




ア　開設した作業道は、森林整備への活用後も適切な管理を行うこと。
イ　作業道作設オペレーターの育成等、人材の育成に努めること。
ウ　承認された計画期間内における施業であること。



ア　再造林後は補植、保育等成林に必要な保育管理その他知事が必要と認める事項を遵守すること。
イ　補助対象とする範囲は以下のとおりとする。
・皆伐時の集材、地拵、植栽、獣害対策、下刈、その他低コスト再造林に要する経費（人件費、機械経費（損料、燃料代））
・データ取得の調査及び事務費（人件費、賃金、旅費、報償費、
役務費、委託料、使用料及び賃借料、並びに備品・資機材購入費）　　
ウ　実証した事業地については、森の工場のモデル地区とし、県の調査等に協力すること。
エ　植栽実施年度の翌年度から起算して最低8年間は当該施行地の施業履歴を記録・保管するとともに、県から当該施業履歴の提供依頼があった場合は応じること。




付表～第１号様式　

[image: ]






第１号様式２（２）～第10号様式　（略）


[image: ]

第7号様式３　（略）
[image: ]
第８号様式３③～第10号様式（略）
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image6.emf
第８号様式

森の工場年度別事業実績報告書

年　　月　　日

1森の工場の概要

～

（注）１複数の森の工場を設定する場合は、各森の工場ごとに作成してください。

２承認タイプは、「標準」又は「皆伐・再造林」のいずれかに〇をしてください。

３計画期間は、森の工場ごとに最長５年間としてください（原則、森林経営計画単位とする）。

2現地実践研修（OJT）実績

（注）　育成する職員は雇用して原則５年以内とし、それ以上の場合は備考欄へ理由を記載してください。

3事業に関する事項

①再造林事業 単位：ha

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

（注）

低コスト造林等への取り組み

取組状況

□

□

□

□

②保育事業（切捨間伐） 単位：ha

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

（注）　皆伐・再造林タイプの場合は記入不要です。

③基盤整備事業 単位 ： 路線、　m

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

路線数

総延長

路線数

総延長

（注）　　延長は小数点以下を四捨五入し、整数止めとしてください。

森の工場名 承認タイプ 所在地 計画期間

標準　　皆伐・再造林

OJT対象者氏名 雇用年月日 OJTの内容 備考

計画

実績

生産事業に皆伐の計画がある場合には必ず記入してください。皆伐が終了した年度の翌年度から起算して２年以内に再造林を

完了してください。再造林面積については、皆伐面積から除地及び萌芽更新地を差し引いた面積の８割以上としてください。

作業種 備考

低密度植栽

下刈り回数の削減

一貫作業システム

その他

計画

実績

事業年度 計 備考

（注）「低コスト造林等への取り組み」については、再造林

事業の計画がある場合、該当する取り組みについてチェッ

クしてください。

　なお、保安林における「低密度植栽」に関しては、指定施

業要件の下限の密度で植栽するものを含みます。

事業年度 計

事業年度 計

計画

実績
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２　事業実施計画

～

（注）１複数の森の工場を設定する場合は、各森の工場ごとに作成してください。

２承認タイプは、「標準」又は「皆伐・再造林」のいずれかに〇をしてください。

３計画期間は、森の工場ごとに最長５年間としてください（原則、森林経営計画単位とする）。

　（１）　事業実施地域に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　①資源構成

単位：ha

スギ ヒノキ その他

面積

（注）

②位置図及び施業計画図

以下のいずれかの方法を選択してください。

☐ １．図面添付

☐ ２．森林クラウド上に図示（図面添付を省略）

（注）予定地域の位置図及び事業箇所を示した施業計画図を添付等してください。

森の工場名 承認タイプ 所在地 計画期間

標準　　皆伐・再造林

人工林

面積は小数点3位以下切り捨ての2位止め、材積は小数点1位以下切り捨ての整数止めとしてくださ

い。

区分 天然林

未立木

地

計
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第７号様式

森の工場年度別事業実施計画書

年　　月　　日

1森の工場の概要

～

（注）１複数の森の工場を設定する場合は、各森の工場ごとに作成してください。

２承認タイプは、「標準」又は「皆伐・再造林」のいずれかに〇をしてください。

３計画期間は、森の工場ごとに最長５年間としてください（原則、森林経営計画単位とする）。

2現地実践研修（OJT）計画

（注）　育成する職員は雇用して原則５年以内とし、それ以上の場合は備考欄へ理由を記載してください。

3事業に関する事項

①再造林事業 単位：ha

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

（注）

②下刈事業 単位：ha

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

低コスト造林等への取り組み

取組状況

□

□

□

□

③基盤整備事業 単位 ： 路線、　m

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

路線数

総延長

路線数

総延長

（注）　　延長は小数点以下を四捨五入し、整数止めとしてください。

森の工場名 承認タイプ 所在地 計画期間

標準　　皆伐・再造林

OJT対象者氏名 雇用年月日 OJTの内容 備考

計画

実績

生産事業に皆伐の計画がある場合には必ず記入してください。皆伐が終了した年度の翌年度から起算して２年以内に再造林を

完了してください。再造林面積については、皆伐面積から除地及び萌芽更新地を差し引いた面積の８割以上としてください。

計画

実績

作業種 備考

低密度植栽

下刈り回数の削減

一貫作業システム

その他

事業年度 計 備考

事業年度 計

（注）「低コスト造林等への取り組み」については、再造林

事業の計画がある場合、該当する取り組みについてチェッ

クしてください。

　なお、保安林における「低密度植栽」に関しては、指定施

業要件の下限の密度で植栽するものを含みます。

事業年度 計

計画

実績
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森の工場年度別事業実績報告書

年　　月　　日

1森の工場の概要

～

（注）１複数の森の工場を設定する場合は、各森の工場ごとに作成してください。

２承認タイプは、「標準」又は「皆伐・再造林」のいずれかに〇をしてください。

３計画期間は、森の工場ごとに最長５年間としてください（原則、森林経営計画単位とする）。

2現地実践研修（OJT）実績

（注）　育成する職員は雇用して原則５年以内とし、それ以上の場合は備考欄へ理由を記載してください。

3事業に関する事項

①再造林事業 単位：ha

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

（注）

②下刈事業 単位：ha

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

低コスト造林等への取り組み

取組状況

□

□

□

□

③基盤整備事業 単位 ： 路線、　m

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

路線数

総延長

路線数

総延長

（注）　　延長は小数点以下を四捨五入し、整数止めとしてください。

森の工場名 承認タイプ 所在地 計画期間

標準　　皆伐・再造林

OJT対象者氏名 雇用年月日 OJTの内容 備考

計画

実績

生産事業に皆伐の計画がある場合には必ず記入してください。皆伐が終了した年度の翌年度から起算して２年以内に再造林を

完了してください。再造林面積については、皆伐面積から除地及び萌芽更新地を差し引いた面積の８割以上としてください。

計画

実績

作業種 備考

低密度植栽

下刈り回数の削減

一貫作業システム

その他

事業年度 計 備考

事業年度 計

（注）「低コスト造林等への取り組み」については、再造林

事業の計画がある場合、該当する取り組みについてチェッ

クしてください。

　なお、保安林における「低密度植栽」に関しては、指定施

業要件の下限の密度で植栽するものを含みます。

事業年度 計

計画

実績
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２　事業実施計画

～

（注）１複数の森の工場を設定する場合は、各森の工場ごとに作成してください。

２承認タイプは、「標準」又は「皆伐・再造林」のいずれかに〇をしてください。

３計画期間は、森の工場ごとに最長５年間としてください（原則、森林経営計画単位とする）。

　（１）　事業実施地域に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　①資源構成

単位：ha

スギ ヒノキ その他

面積

（注）

②位置図及び施業計画図

（注）予定地域の位置図及び事業箇所を示した施業計画図を添付してください。

(5万又は2万5千分の１の位置図及び5千分の1以上の縮尺の計画図）

森の工場名 承認タイプ 所在地 計画期間

標準　　皆伐・再造林

人工林

面積は小数点3位以下切り捨ての2位止め、材積は小数点1位以下切り捨ての整数止めとしてくださ

い。

区分 天然林

未立木

地

計
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森の工場年度別事業実施計画書

年　　月　　日

1森の工場の概要

～

（注）１複数の森の工場を設定する場合は、各森の工場ごとに作成してください。

２承認タイプは、「標準」又は「皆伐・再造林」のいずれかに〇をしてください。

３計画期間は、森の工場ごとに最長５年間としてください（原則、森林経営計画単位とする）。

2現地実践研修（OJT）計画

（注）　育成する職員は雇用して原則５年以内とし、それ以上の場合は備考欄へ理由を記載してください。

3事業に関する事項

①再造林事業 単位：ha

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

（注）

低コスト造林等への取り組み

取組状況

□

□

□

□

②保育事業（切捨間伐） 単位：ha

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

（注）　皆伐・再造林タイプの場合は記入不要です。

③基盤整備事業 単位 ： 路線、　m

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（○年度） （○年度） （○年度） （○年度） （○年度）

路線数

総延長

路線数

総延長

（注）　　延長は小数点以下を四捨五入し、整数止めとしてください。

森の工場名 承認タイプ 所在地 計画期間

標準　　皆伐・再造林

OJT対象者氏名 雇用年月日 OJTの内容 備考

計画

実績

生産事業に皆伐の計画がある場合には必ず記入してください。皆伐が終了した年度の翌年度から起算して２年以内に再造林を

完了してください。再造林面積については、皆伐面積から除地及び萌芽更新地を差し引いた面積の８割以上としてください。

作業種 備考

低密度植栽

下刈り回数の削減

一貫作業システム

その他

計画

実績

事業年度 計 備考

（注）「低コスト造林等への取り組み」については、再造林

事業の計画がある場合、該当する取り組みについてチェッ

クしてください。

　なお、保安林における「低密度植栽」に関しては、指定施

業要件の下限の密度で植栽するものを含みます。

事業年度 計

事業年度 計

計画

実績


